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町田市ごみの資源化施設地区連絡会調整機関体制図の改正について

意見・協議の流れ

　町内会・自治会、任意団体等から施設整備・周辺まちづくりに関して意見を伺う機会を設ける。
意見募集はテーマ・期間を設定し募集する。
テーマ・スケジュールについては計画の進捗等にあわせ調整する。
意見についての個別回答は行わず、要望一覧をＨＰ等で公開する。

　
　３つの地区連絡会での議論の内容や意見について広
域的な課題に対して意見を出す場とする。
市の方針検討・決定の参考意見とする。

出された意見に対する方針検討・事業化の検討
をし、各事業に対する関係部署との調整を行う。

　　施設整備、施設運営などに対する意見や地域要望等について「自由な議論の場」とする。
　各町内会の代表としての意見を出し合い、地区としての方向性を協議し、①個別にどのような要望が出
されているかを把握し、②地区としての共通課題を確認する。
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